
災害は、いつ・どこで・どのように起きるか解りま

せん。突然やってくる災害から身を守るため、普段か

ら災害に対する備えをしっかり持つことが大切です。

そのため、

○家族が離ればなれになったときの集まる場所や連絡

の方法

○町が指定している避難場所

○災害時に持ち出す家族の大切な物

等を家族全員で確認しておきましょう。

災害が発生し、町から避難の指示等があった場合は、

まず落ち着いて行動し、町職員や警察官の指示に従っ

て避難しましょう。

また、避難のために車は使わないようにしましょう。

もし、運転中に大地震に遭ったときには、次のことを

守ってください。

○慌てずに車を道路の左側に止めてください。

○ラジオ・テレビ等で地震情報、被害情報、道路情報

を確認して行動してください。

○車は、できるだけ道路以外の場所に移動して駐車し

てください。やむを得ず道路に駐車したまま避難す

るときは、道路の左側に寄せ、エンジンを止め、窓

を閉め、エンジンキーを付けたままにし、ドアロッ

クはしないでください。

○通行止め等の交通規制が行われているときには、現

場の警察官や道路管理者の指示に従って行動してく

ださい。

◎問い合わせ先

旭川方面留萌警察署 緯42－0110

本校は障がいのある方々に、その適性に応じた職種

についての知識や技能・技術を習得できるように指導

し、就業による自立を図るとともに産業の発展に寄与

する技能・技術者を養成することを目的としています。

本校へ入校を希望される方には、訓練内容、必要経

費、応募・選考方法等や障がいの程度・能力に応じた

訓練科目が選択できるよう相談を行なっています。

入寮を希望される方には寮生活等についても相談を

行なっています。

詳しくは、本校または最寄りの公共職業安定所まで

お問い合わせください。

■実施期間及び時間

平成23年７月１日（金）～平成24年３月15日（木）

※土・日・祝日及び夏期（8/6～8/21）・冬季（12/23～1/9）

休日中を除く

午前９時30分～午後３時

※午前は９時30分から、午後は13時30分から行い、

午前・午後各１名とします。

■用意する書類

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手

帳、または障がいを確認できる書類をお持ちください。

（確認できる書類のない方は、本校にご相談ください）

◎相談申込先・相談場所

〒073－0115 砂川市焼山60番地

国立北海道障害者能力開発校

緯0125－52－2774 姉0125－52－9177

死shokuno．kunren２２＠pref．hokkaido．lg．jp

HPhttp：//www．pref．hokkaido．lg．jp/kz/ssk/

※相談を希望される方は、事前にお電話またはＦＡ

Ｘ等でお申し込みください。

国立北海道障害者職業能力開発校
入校前適性相談の実施について

１５

８月から９月にかけては、１年で最も台風の発生・接近・上陸が多くなる時期です。平均値の統計では、

年間で約26個の台風が発生し、そのうち約１１個が日本に接近、約３個が上陸します。

北海道への台風の接近数は本州以南に比べると少なく、接近しても弱まることが多いのですが、時には

強い勢力を保ったまま接近・上陸することがありますので、台風の接近が予想されるときには、最新の気

象情報をチェックするようにしましょう。

気象台一口メモ「台風について」

◆台風が接近して大雨や暴風の影響を受け始めた時には…

毅できるだけ外出は避ける

毅増水した河川や海岸には絶対に近づかない

毅アンテナ等の補修のために屋根に上ることは絶対にしない

◎問い合わせ先

旭川地方気象台総務課

緯0166－32－7101

防災意識の高揚
～災害に備えて安心 我が家の防災～


